
あさかの逸品応募の手引 
 
■あさかの逸品とは 

 朝霞の風土、歴史、素材などを生かしたアイデアあふれる商品や、製法、品質、機能などの商品特性

に優れ朝霞市をアピールできる商品を認定します。 

市民ひとりひとりが自信と誇りを持てる「あさかの逸品」を市の内外に向けて発信し、地域の活性化を

図ることを目的とします。 

 

■認定対象や応募資格は 

認定の対象となる商品は、朝霞市内で生産及び販売されている商品（一次産品や製品であり、消費

者が容易に入手できる有形物であること）です。 

また、応募する資格のある方は、認定の対象となる商品の生産または製造・加工を行い、原則として

市内に主たる事業所を有している事業者または団体等で、市内で実施されるイベント等への参加協力

に応じられることです。 

 

 

■認定について 

あさかの逸品の認定は、事業者または団体等からの応募を受け、あさかの逸品選定実行委員会にお

いて、あさかの逸品選定基準に基づく審査を経て、認定します。 

 

■審査結果について 

選定基準に該当すると判断された場合は、選定決定通知を送付します。選定基準に適合しないと判

断された場合は、その理由を付して通知します。 

 

■再申請について 

 応募した事業者または団体等で、選定基準に適合しないと判断された場合、同じ内容で再度申請す

ることはできませんが、改善等を行ったうえで改めて申請することができます。 

 

■選定されたら 

 あさかの逸品の認定を受けるにあたり、あさかの逸品選定基準等の定めるところを誠実に遵守するとと

もに、次の事項について特に留意することを誓約していただきます。 

・認定商品の生産、製造及び販売を通じて、積極的に朝霞市のイメージ向上に繋げるよう努めること。 

・認定商品の品質、流通、販売等において事故等の問題が生じたときは、認定を受けた事業者が責任 

を負うこと。 

 

 

 

■認定後の対応について 

 ●あさかの逸品選定実行委員会は 

・あさかの逸品に認定されたことを証し、「あさかの逸品認定証」を交付します。 

・あさかの逸品認定商品として、朝霞市商工会広報紙、ＨＰでＰＲする他、広報あさか及び市ホーム

ページに掲載するほか、各種メディア等を活用してＰＲします。 

・認定全商品を掲載した紹介パンフレットを作成し、商工会、市内公共施設及び各事業者または

団体等にて配布します。 

・市内で開催される各種事業（市民まつり「彩夏祭」等）において、あさかの逸品ＰＲ活動として紹介

ブースを設置します。 

●2 年間通して、あさかの逸品知名度アップに貢献された事業者または団体等にはあさかの逸品選

定実行委員会が表彰します。 



●認定された事業者または団体等は 

  ・あさかの逸品認定証の交付を受けて、商品があさかの逸品に認定されたものであること、また、自

らが認定事業者または団体等であることを表示することができます。 

・市内で開催される各種事業におけるあさかの逸品ＰＲ活動において、求めに応じて認定商品の

借用、販売等に協力することとします。 

 

■あさかの逸品の更新について 

あさかの逸品については、認定期間を 2 年間として、2 年経過した時点で、更新のための審査を実

施します。また、新規に認定する商品の審査についても、この時点で実施します。 

 

■認定後の変更等について 

あさかの逸品に認定された後に名称や内容等に変更が生じた場合は、速やかに届けてください。 

≪変更事由≫ 

・氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき 

・商品名を変更したとき 

・包装または容器に係るデザインを著しく変更したとき 

・生産、製造・加工又は販売を１年間以上中止又は廃止する恐れが生じたとき 

・その他、重要な変更が生じたとき 

※必要に応じて調査、検査等を行うことがあります。 

 

また、要件・資格を欠くに至ったときや選定基準に適合しないと認められた場合には、認定を取り消

すことがあります。 

≪取消事由≫ 

・認定を受ける要件、資格を欠くに至ったとき 

・選定基準に適合しないと認められたとき 

・虚偽の申請により選定を受けたとき 

・調査、検査を正当な理由なく拒否したとき 

・生産、製造・加工または販売を１年間以上中止又は廃止したとき 

・その他、制度の運用に重要な支障を来す行為があったとき 

 

 

■注意事項 

・あさかの逸品としてＰＲする場合、商品の権利や商品の内容について、あさかの逸品選定実行委員会

が保証するものではありません。 

・あさかの逸品について、商標登録や著作権、肖像権などに関して紛争が生じた場合は、当事者間で

解決することとし、あさかの逸品選定実行委員会は一切の責任を負いません。 

 

■応募・問い合わせ先 

あさかの逸品選定実行委員会（朝霞市商工会内） 

〒３５１-００３３ 埼玉県朝霞市大字浜崎６６９番地１ 

ＴＥＬ ０４８-４７０-５９５９   ＦＡＸ ０４８-４７０-５９６０ 

電子メールアドレス：info@asaka-sci.or.jp 


